[bookmark: _gtayx7bhri8f]外国人採用に関する情報提供同意書

外国人採用に関する情報提供同意書（以下「本同意書」という。）は、外国人材の採用支援、就労支援、在留資格確認その他採用関連手続を目的として、事業者が応募者又は候補者から取得する情報の取扱い条件を定めるものです。

第1条（目的）
本同意書は、●●株式会社（以下「事業者」という。）が、外国人採用活動及びこれに付随する各種手続を実施するにあたり、応募者又は採用候補者（以下「本人」という。）から提供を受ける情報の利用条件を定めることを目的とします。

第2条（取得する情報）
事業者は、以下の情報を取得することがあります。
1．氏名、生年月日、性別、国籍、住所、電話番号、メールアドレスその他本人確認情報
2．履歴書、職務経歴書、ポートフォリオその他採用選考資料
3．在留カード情報、在留資格、在留期間、資格外活動許可その他在留関連情報
4．学歴、職歴、保有資格、語学能力、技能試験結果等に関する情報
5．パスポート情報その他出入国関連情報
6．面接結果、評価情報、採否判断に関する情報
7．その他外国人採用手続に合理的に必要な情報

第3条（利用目的）
事業者は、取得した情報を以下の目的の範囲内で利用します。
1．採用選考及び面接案内
2．在留資格確認及び就労可否確認
3．雇用契約締結及び入社手続
4．行政機関への申請又は届出対応
5．外国人雇用状況届出その他法令対応
6．採用活動の改善及び統計分析
7．本人への連絡及び問い合わせ対応
8．その他外国人採用関連業務の遂行

第4条（第三者提供）
事業者は、以下の場合に限り、本人情報を第三者へ提供することがあります。
1．本人の同意がある場合
2．行政書士、社会保険労務士、弁護士その他専門家へ業務委託する場合
3．在留資格申請、雇用手続その他法令上必要な場合
4．求人企業、グループ会社又は提携先へ採用選考目的で提供する場合
5．法令に基づき開示が求められた場合

第5条（安全管理措置）
事業者は、取得した情報について、不正アクセス、漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、合理的かつ適切な安全管理措置を講じます。

第6条（情報提供の任意性）
本人による情報提供は任意とします。ただし、必要情報が提供されない場合、採用選考、在留資格確認又は雇用手続等が実施できないことがあります。

第7条（情報の保管期間）
事業者は、取得した情報を、利用目的達成に必要な期間又は法令上必要な期間保管し、その後適切な方法により削除又は廃棄します。

第8条（開示・訂正等）
本人は、法令の定めに従い、自己に関する情報について、開示、訂正、追加、削除又は利用停止を求めることができます。

第9条（禁止事項）
本人は、以下の行為を行ってはなりません。
1．虚偽情報の提供
2．第三者情報の無断提供
3．不正目的による応募又は登録
4．法令又は公序良俗に反する行為

第10条（免責）
事業者は、本人が提供した情報の正確性及び完全性について保証するものではありません。また、本人の責による誤情報提供に起因して生じた損害について責任を負いません。

第11条（協議事項）
本同意書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、本人及び事業者が誠実に協議の上、解決するものとします。

第12条（準拠法・管轄）
本同意書は日本法に準拠し、本同意書に関して紛争が生じた場合には、事業者本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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